
Ⅱ  衛生教育・衛生統計 

 

１．衛生教育 

公衆衛生の向上は、区民の理解と協力がなければ望めないものである。区民一人ひ

とりが衛生に対する関心を高め、知識を深めることによって一層の効果をあげること

ができる。 

保健所ではあらゆる機会をとらえ、家庭や地域社会における一般区民及び学校や職

場に属する集団を対象とした衛生教育を行っている。 

 （１）衛生教育       

区民、町会及び事業所等に対して講習会、講演会等により保健衛生に対する関心

を高めると共に、地域の保健衛生活動の促進を図っている。 

また、関係業者等に対しても講習会等を実施し、保健衛生、環境衛生に対する意

識の啓発を行ない、食品衛生、環境衛生の促進を図っている。 
 

   衛生教育活動                 平成１９年４月～２０年３月 

区   分 方    法 対   象 回 数 延人数 

感染症 講習会、講演会、座談会 区 民 １５ １，０４０

精 神 講演会、座談会 区 民 ３ ６３７

難 病 講演会、講習会 区 民 １３ ２０１

母 子 講習会 区 民 １９９ ４，１１９

成人・高齢者 講習会、講演会 区 民 １８８ ６，９７８

栄養・健康増進 講演会、実習、展示 
区民、関係業者、

地域団体  
４２ ６２７

歯 科 講習会 区 民 １０８ ３,４９５

医務・薬事 講習会 関係業者 ２ １２４

食 品 
講習会、実習、実験、展

示 
区民、関係業者 ９０ ５，８２４

環 境 講習会、展示、講評会 関係業者、区民  １２ １，０３２

公 害 
講習会、座談、講演会、

教室 
区 民 ９ ３４３

その他 講習会、座談、講演会 区 民 １８ ３５０

合  計   ６９９ ２４，７７０

＊ 地域保健・老人保健事業報告（平成１９年度分）による。 
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（２）実習生の教育指導 

医学生、看護学生及び歯科衛生士、栄養士を目指す学生等に対して、保健所実

習を通して、保健衛生行政の実態の把握と後進の育成を目的に、実習生の指導を

行なっている。 

 

平成１９年４月～２０年３月 

対 象 者 人 数 

外国人医師 ０人 

医 学 生 １人 

 歯 科 学 生 ０人 

 保健師、看護師学生、助産師 実 45 人延 163 人 

 栄 養 士 １２人 

 精神保健福祉士 ０人 

ヘルパー      ３人 

合  計 ６３人 

 

 

 （３）臨床研修医の受け入れ 

   研修医が医師としての人格を涵養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び

医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、保健所の役割を理解し地域保健、公衆衛

生活動に関する基本的態度、考え方を身に付けることを目的に臨床研修病院から研修

医を受け入れている。 

    研修期間  研修医１名につき、１ヶ月以内 

     研修人数   ８名 

 

（４）広報活動 

保健所の事業案内や衛生知識を広報｢たいとう｣や区のホームページに掲載して

周知を図っている。 

また、随時、各種パンフレット、リーフレット等を広く配布し、公衆衛生活動の一

助としている。 
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２ 衛 生 統 計        

   衛生統計とは、人口集団の健康状態と、これに影響を及ぼす一切の諸因子との関連に 

  おいて、事実を把握し、公衆衛生施策の企画、運営、評価等に資するための統計であり、 

  公衆衛生の進路を示す統計でもある。 

   地域住民の環境を向上させ、生活を快適に、そしていつまでも健康でいられるよう、 

  保健衛生の事業を実施していくためには、現状をよく見極めて、さまざまな統計を作成 

  し、衛生行政に役立てていかなければならない。 

 

 （１）人口動態統計 

   人口の量的、質的変化を常時正確に把握するため、出生、死亡、死産、婚姻、及び 

  離婚の届出をもとにして作成される統計で、人口動態の現象を把握することができる。 

   ア 出   生 

    出生率は、全国及び東京都と比較すると低いが、対 18 年度比ではやや増加してい

る。 

    出生順位別、母の年齢階層別の出生数をみると、第 1 児は 30 歳から 34 歳までが 

   もっとも多く、次いで、25 歳から 29 歳までである。第 2 児及び第 3 児は 30 歳から 

   34 歳まで、35 歳から 39 歳までの順となっている。 

    出生時の体重は、男児は 3,000 グラムから 3,500 グラム未満が多く、女児は 2,501 

   グラムから 3,000 グラム未満が多い。 

   イ 死   亡 

    死亡原因の上位を占めているのは、生活習慣病といわれる悪性新生物、心疾患、 

   脳血管疾患で、3 死因による死亡が全体の 58.2％を占めている。 

   ウ 乳 児 死 亡      

    生後 1 年未満の死亡を乳児死亡、生後 4 週間未満の死亡を新生児死亡、生後 1 週 

   間未満の死亡を早期新生児死亡という。 

   エ 周産期死亡 

    周産期死亡とは、妊娠満 22 週以後の死産に、生後 1 週間未満の早期新生児死亡を 

   加えたものをいう。ともに母体の健康状態に影響を与えるので、母子衛生上重要な 

   指標と考えられている。 

   オ 死   産 

    妊娠満 12 週以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において、心臓の動き及 

   び呼吸のいずれも認めないものをいう。 

    人工的処置(薬物的処置のみの場合を含む)を加えていないものを自然死産という。 

また、人工的処置を加えたことにより死産に至った人工死産には法の規定する人工 

中絶理由による場合 (母体保護法によるもの)と、母体の生命を救うための緊急避難 

の場合等(母体保護法によらないもの)がある。 

 

＊ 死因分類は、平成 7 年 1 月からＷＨＯが定めた国際疾病分類(第 10 回修正)を基準

とした。 
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 （２）地域保健・老人保健事業報告 

   地域住民の健康の保持及び増進を目的として、地域の特性に応じた保健施策の展開 

  等を実施主体ごとに把握することにより、地域保健対策の効率・効果的な推進のため 

  の基礎資料を得る。 

 

 （３）国民生活基礎調査 

   保健・医療・福祉・年金等、国民生活の基礎的事項を調査して、厚生労働行政の企 

  画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための 

  親標本を設定する。3 年周期で行う大規模調査と、中間年に実施される小規模調査が 

  あり、平成 19 年度は大規模調査年にあたる。 

 

 （４）２1 世紀成年者縦断調査 

調査対象となった男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継 

続的に観察することにより、少子化対策等の企画及び運営に必要な基礎資料を得る。 

 

 （５）中高年縦断調査 

 調査対象となった男女の健康、就業、社会活動について、意識面・事実面の変化の 

過程を継続的に観察し、行動の変化や事象間の関連性を把握することにより、高齢者 

対策等の企画、実施及び評価に必要な基礎資料を得る。 

 

 （６）食中毒統計 

   食中毒患者の発生状況を的確に把握し、複雑な発生状況を解明するため、系統的な 

  調査を行い、広く衛生行政、特に食品衛生対策の基礎的資料を得る。 

 

 （７）医療施設(動態・静態)調査 

   医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能等を 

  把握し、医療行政の基礎資料を得る。毎年実施される動態調査と、3 年周期で行う静 

  態調査があり、平成 19 年は動態調査のみ実施。（次回の静態調査は平成 20 年実施） 
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人口動態総覧年次推移         (平成 16～18 年は確定数、19 年は概数)  

区   分 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 

 出   生 1,062 1,040 1,184 1,223 

 低体重児 99 106 117 111 

 死   亡 1,764 1,863 1,854 1,822 

 乳児死亡 1 2 3 0 

 周産期死亡 6 7 8 4 

妊娠満 22 週以後の死産 6 6 7 4 
 
早期新生児死亡 0 1 1 0 

 死   産 40 42 30 33 

自然死産 21 18 14 11 
 
人工死産 19 24 16 22 

 婚   姻 1,125 1,174 1,297 1,255 

 離   婚 362 398 385 401 

 自 然 増 加      △702 △823 △670 △599 

 

《比率の計算式》 

×1,000
         年間出生数 

       10 月 1 日現在の人口 
出生率＝ 

 

         年間死亡数 

       10 月 1 日現在の人口 
死亡率＝ ×1,000

 

          年間乳児(生後 1 年未満)死亡数 

              年間出生数      
乳児死亡率＝ ×1,000

 

          年間新生児(生後 4 週未満)死亡数 

               年間出生数  
新生児死亡率＝ ×1,000

 

           年間の妊娠満 22 週  年間早期新生児 

           以後の死産数   ＋ (生後 1 週未満)死亡数 

           年間の妊娠満 22 週以後の死産数＋年間出生数 
周産期死亡率＝ ×1,000 

 

          年間死産数             注)死産数 

       年間出生数＋年間死産数            ＝自然死産＋人工死産 
死産率＝ ×1,000

 

       年間婚姻届出件数 

       10 月 1 日現在の人口 ×1,000婚姻率＝ 

 

×1,000
       年間離婚届出件数 

       10 月 1 日現在の人口 
離婚率＝ 

 

            自然増加数            注)自然増加数 

          10 月 1 日現在の人口           ＝年間出生数－年間死亡数 
×1,000自然増加率＝ 

 

  合計特殊出生率  15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女 

           性が仮にその年の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子供の数 
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(平成16～18年は確定数、19年は概教)

平成 16年

区  都   国

平成17年     平 成18年

区  都   国   区   都   国

平成19年

区  都   国

6.5    8 2     8.8    6.5     7.8    8.4    7.1     8.2    8.7     7.5    8.3    8.6

10.7     7.3    8.2   11.6    7.6    8.6   11.1     7.5    8.6   11.2     7.7    8.8

36.3  28.6  30.0  388  28.6  29.1   24.7  26.6  27.5  26.3  24.6  26.2

6.8    7.0    5.7     7.3    6.9    5。7     7.8     7 2     5.8    7.7    7.1     5.7

2.20  2.24  2.15  2.49  2.19  2.08  2.31   2.12  2.04  2.50  2.13  2.02

合計特殊出生率
 0.95 1.01 1.29  0.92   1.00   1.26   1.03   1.02   1.32   1.05   1.05   1.34

区 分

出 生 率

死 亡 率

死 産 率

婚 姻 率

離 婚 率
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母の年齢階層別出生数

平成19年1月～12月（概数）

母の年齢階層 総数 第1児 第2児 第3児 第4児 第5児 第6児
第7児

不詳
以上

総  数 1,223 692 411 94 17 1 1 1 6

15歳未満 - - - - - - - - -

15～19歳 6 6 - - - - - - -

20～24歳 79 60 16 2 1 - - - -

25～29歳 286 195 78 10 1 - - - 2

30～34歳 489 259 173 49 4 - - - 4

35～39歳 312 146 128 30 7 1 - - -

40～44歳 50 26 16 3 3 - 1 1 -

45～49歳 1 - - - 1 - - - -

50歳以上 - - - - - - - - -

不　詳 - - - - - - - - -

体重別出生数

平成19年1月～12月（概数）

区　  分 男 女   計  

総  　数 630 593 1,223

1,000g未満 5 2 7

1,000～1,499g 4 6 10

1,500～1,999g 6 11 17

2,000～2,499g 42 32 74

2,500g 1 2 3

2,501～2,999g 224 252 476

3,000～3,499g 268 240 508

3,500～3,999g 68 45 113

4,000～4,499g 7 3 10

4,500～4,999g 1 - 1

5,000g以上 - - -

体重不詳 4 - 4

2,500g未満 57 51 108

2,500g以上 569 542 1,111

平成18年　母の年齢階層別出生割合

50歳以上
0.0%

45～49歳
0.1%

40～44歳
4.1%

20～24歳
6.5%

15～19歳
0.5%

25～29歳
23.4%

30～34歳
40.0%

35～39歳
25.5%

平成19年　母の年齢階層別出生割合

50歳以上
0.0%

45～49歳
0.0%

40～44歳
4.1%

20～24歳
6.5%

15～19歳
0.5%

25～29歳
23.4%

30～34歳
40.0%

35～39歳
25.5%
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